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　子育て短期支援事業は、保護者の方が病気や出産、就労等の理由で、一時的にお子さんを自宅で監護
することが困難になった場合に、お子さんをお預かりする事業です。

○対象者
　18歳未満の児童の保護者で市内のお住まいの方
○利用事由
　・病気、出産、けが等により入院または自宅安静療養を必要とする場合
　・家族の疾病等により介護または看護する場合
　・事故または災害に遭い、保育対象者の保育が困難な場合
　・冠婚葬祭に出席する場合 
　・育児疲れ、育児不安等で、家庭で養育できない事情がある場合　など
　※感染症や発熱等の症状があるときなど専門的な看護等が必要な場合は、事業を利用できない場合が

ありますので、ご注意ください。
○利用期間
　1回当たり7日間以内。原則として利用者が児童養護施設等へ送迎を行います。
○利用の登録

事業の利用を希望する方は、利用登録申請書をこどもセンターに提出し、事前に利用登録をしてくだ
さい。

○利用の申請
　登録後、施設の利用を希望する方は、利用申請書をこどもセンターに提出してください。

※利用希望日時に施設に空きがない場合など、利用できない場合もありますので、あらかじめご了承
ください。

　※入所施設等、詳しくは下記までお問い合わせください。

　年末年始の休業は次のとおりとなります。

　浸水被害の軽減を目的に、公共下水道（雨水）事業全体計画を策定し、今年度から都市計画決定をする
ため、雨水事業の素案に関する説明会を下記のとおり開催します。

○日時　令和4年12月26日（月） 13：30～
○場所　常陸大宮市役所2階　大会議室

　 おおみや広域聖苑　☎54-0202問

子育て短期支援事業（ショートステイ）のご案内

年末年始のおおみや広域聖苑の休業のお知らせ

公共下水道（雨水）事業計画の素案に関する説明会のお知らせ

　 こども課こどもセンター（総合保健福祉センターかがやき2階）☎55-8873問

12月 1月

29（木） 30（金） 31（土）
※友引 1（日） 2（月） 3（火） 4（水）

火葬業務 ○ ○ × × × × ○
通夜 × × × × × × ×

告別式 ○ ○ × × × × ○
申請事務 ○ ○ ○ × × ○ ○

○印は行う業務、×印は休業となる業務です。令和5年1月4日（水）から通常業務となります。

　 上下水道部施設管理課下水道G　☎52-0427　　52-0331問 FAX


